
 

   

 
■ 職位等に応じ13区分において実施。対象者は必須受講。 

■ 対 象 者  ・新規採用職員 

・主事・技師級で採用後２年目または６年目の職員  

・係長級～課長級の各昇任職員 

・係長級昇任３年目かつ係長級研修受講済の職員 

・主査級研修受講後３年目の職員 

・現業職員（在職８年目・15年目・22年目、技能長・主任技能員） 

・当該年度において59歳に達する職員 

・会計年度任用職員 

 

 

 

■ 23研修を開講。対象者は自ら受講する研修を選択し、１科目必須受講。 

(23研修のうち、市町村職員との合同研修12研修（市町村主催６）) 

■ 対 象 者 ・主事・技師級で採用後６年目の職員 

・係長級昇任３年目かつ係長級研修受講済の職員 

・主査級、課長補佐級の基本研修受講後３年目の職員   

        

                  
 

 

         ■ ４研修を開講。希望制または推薦制。（但し、一部研修の対象者は原則として必須受講。） 

■ 対 象 者  ・研修ごとに設定した職員 

※ その他、特別研修として、能力開発研修23研修の希望履修が可能（対象：全職位） 

 

 

         ■ 外国人講師による定期的な語学研修実施。希望制。 

 

                  

          ■ リスキリングセミナーを実施。希望制。 
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公務員としての基本的資質や、職位に応じて求められる基礎的な

能力・姿勢の習得・向上を図る 
基本研修 

現場における業務課題や県民ニーズに柔軟かつ迅速に対応できる

ような、上位の職に求められる応用的な能力の習得・向上を図る 
能力開発研修 

時宜に応じたテーマを設定し、組織力を高めるための能力や業務

を円滑に進めるための能力等の習得・向上を図る 
特別研修 

各部局・総合支庁で職場研修を企画・実施する際に、予算の範囲内で

費用負担、講師選定や企画等の支援を行う 
職場研修支援 

自発的に調査、研究又は地域活動に取り組む職員や職務に有用な知

識・技能を修得する職員に対して予算の範囲内で補助する 
自己啓発支援 
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グローバル化の進展やインバウンド需要の増加に対応するための

実践的な英語力の習得・向上や、国際感覚の養成等を図る 
庁内語学研修 

時流に合わせたテーマを設定して、複雑・高度化する行政課題へ

の対応力や業務遂行能力等の習得・向上を図る 

リスキリング

セミナー 

総合支庁職員が県内外の自治体・企業等への現場視察やセミナー等に

参加する場合の経費を予算の範囲内で支援する   

総合支庁職員の 

現場視察等支援 
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